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第二次大戦中のソ連のフィンランド政策

一一一戦後への展望に寄せて一一-1

百 瀬 宏

詩題の所在

I プィ γ ラ γ ド袈IIの戦争註的

II ソ連の和平工作とフィンラ γ ド致府

(1) 1941-1942年

(2) 情勢の転換-1943年一

(3) 和平交渉への道-1944年一

〈以上本号〉

III 反政府和平派の動向

むすび

問題わ所在

本稿の目的は，第二次大戦末期から戦後にかけてのフィンランドの対ソ連関係の歴史に

ついて筆者が企てている一連の研究1)の，いわば壁史背景的な部分にあたる環として，フ

ィンランドの第二次対ソ戦争 (1941年 6月 26B-1944年 9月 19日〉幻ーフィンランド側

では I継続戦争J(Jatkosota) の称呼が通常用いられているーの体戦にL、たる道程をとり

あげ，そこにおけるソ連の対フィンランド政策と，フィンランド傑の対fI5を，概観してお

くことにある O

この作業は，戦後におけるフィンランドの対ソ関係史の単なる前史としての意味をもつ

ばかりではない。実止戦中におけるフィンランドの対ソ和平出題は， I戦争責任部題J(So・

tasyyllisyyskysymys) とL、うかたちで， 戦後のフィンランドの政治状況に投影したのであ

り33，従ってこの問題を考察しておくことは， 戦後フィンランドの政界における主要なイ

ッシューに，あらかじめ側面の光を投げかけておくことを意味する C このような狙いか

ら，本稿においては，まず‘フィンランドが戦った第二次対ソ戦争の目的と性格を検討し

ついで，逆にソ連がフィンランドにたL、していかなる戦争目的を有していたのかを，フィ

ンランド政府にたし、する政策，およびフィンランド国内の諸和平勢力にたいする政策ない

し期待，の二点の考察をつうじて解明をこころみる O 何故ならば，第二次大戦中から戦後

へかけてのソ連の対外政策，それもとくに西側周辺諸国にたし、する政策にかんして，自国

の安全保障と革命地域の拡大とのいずれが呂的であったかと Lづ論議が， しばしば行なわ

。下記はその準儀作業として，この詩窮のフィンランド政治史上の主要事件を概観した薪究ノート

としての意味をもっ。百顕宏「戦後フィンランドの対ソ関係(1944-48年〉に関するノートJ.津

田塾大学『冨際関係学研究Jl1 (1975年 3月〉。
2) 第一次対ソ戦争は.1939年 11月 30日-1940年 3月128の開通称「冬戦争J (Talvisota) として

戦われた。

3) さしあたり，前掲小稿参照。
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れてきたことを想起する時，フィンランドの対ソ和平経緯も，この間への回答に焦点をし

ぼることによって，もっとも有意義な扱い方ができると，考えられるからである O

ところで，本稿がとりあげるテーマにかんする研究史について触れておくならば，第二

次対ソ戦争後のフィンランドにおいて，戦争責任裁判ないし戦争責任問題とからんで，か

なりの数の文献資料が出版された。しかし，これらは， l 、ずれも歴史研究文献とはし、いがた

いものであり，フィンランドで、現われた学照的著作としては，ポルヴィネン TuomoPolvi-

nenの労作 Suomisuurvaltojen tolitiikassa 1941-44 (列強の対フィンランド政策)(Por-

voo・Helsinki，1964)が， 倍値判断を抑えた， 綾密で実証的な仕事として， 注目に短いす

るG 他には，むしろ‘フィンランド以外の国，とくにアメリカで，ヴオリネン JohnWuo-

nnenの編著 Finlandaηd World War 11. 1939-1944 (New York，1948)およびルン

ディン c.L. Lundinの著作 Finlandand the Second World War (Bloomington， 1957) 

が部分的にこのテーマを扱っている O

つぎに，本稿のテーマに関連した史料出現状況について述べておくならば，フィンラン

ド・ソ連ともに外交史料の本格的公刊は行なわれておらず，またフィンランド側について

は，戦争責任裁判の法廷記誌や戦争責任問題と関連した国会調査委員会の報告書がとくに

未公刊史料としてあるが.筆者は未見である G ただし，本テーマないし第二次対ソ戦争に

関するフィンランドの元首相，元閣僚を含む政治指導者の回顧録は，おびただしく出版さ

れており， また静証的記録としてアメリカの公刊外交文書集のおよび公刊ドイツ外交文書

集5)も入手可能でるるので， フィンランドの戦後対ソ関係史前史と L、う見地から主題に接

近しようとする本稿の場合には，一応の史料的条件がそろっていると判断した。しかし，

本稿を執筆している現在も，筆者は決して充分な研究上の準需を以て当っているとはし、え

ず，従って本稿は，今後の研究によって改訂されるべき未定稿に過ぎないのである O

E フィンランド側の戦争昌的

フィンランドが「冬戦争j に次いで二震自の対ソ戦争に入った時，フィンランド大統領

リュティ R.Rytiは富民に向けてラジオ演説6)を行なったが，その中でかれは， 1"冬戦争」

の終結以来ソ連がフィンランドにたし、して重ねてきた授略的な諸行為を挙げ，その狙いが

フィンランドの独立の破壊と国民の奴隷化にあるとし，今や「自衛することがわれわれの

義務である」と述べている O 注自すべきことは， リュティが， ソ連の侵略行動を，たんに

第二次大戦の時点における現象としてではなく. 1"過去 500年間の 90年間というもの断続

してJ1"同じ敵」から攻撃された，としづ表現が示すようにほとんど歴史的な宿命として

とらえていることであり，東方からのこの「常なる脅威Jを次代の者のために粉砕するこ

とを，この自衛戦争の目標として挙げていることである O つまり.ここでは，歴史的な敵

4) Foreign Relations 01 the United States， Diplomatic Papers， 1941-1943 (Washington， D. 
C.， 1958-1963). 以下.FRUS， 1941などと略す。

5) Documents on German Foreign Policy 1918-1945， Series D， Vol. Xiii: The War Years， 
June 23-December 11， 1941 (London， 1964).以下，DGFP， D， Xiiiと略す。

6) 本稿においては，次を参照した。 Blue-WhiteBook， Document 74 Excerpts from the Speech 
Broadcast by the President of the Republic， Risto Ryti， June 26， 1941 ; Stunden der Ent・

scheidung. Reden des finnischen Staatstrasidenten Risto Ryti (Leipzig)， S. 79-910 
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第二次大戦中のソ連のフィ γ ラシド政策

対者として措定されたソ連の徹底的な弱体化の予想のうえに立って，防寵戦争が説かれて

いたと L、えよう O

ところで，ここに指摘しておかなければならないことは，上引のリュティの開戦演説が

「昨 B (6月 25日一百瀕〕以来のソ連軍の攻撃は諸協定を無視し，またわれわれの{時に

何らの原因なくして行なわれているj と述べる時，事実の一面をしか語っていないことで

ある O たしかに， I継続戦争」は，独ソ開戦につづくソ連軍の散発的な対フィンランド軍

事行動， 6月 25Bのソ連空軍による本格的空襲， 6月 26Bのフィンランドの対ソ宣戦布

告と， ソ連側の軍事行動の積み重ねによって発生している印象を与えるが，実は独ソ開戦

時にフィンランド北部にドイツ軍の大部隊が進入・展開してレたと Lづ重大な事実があっ

た。さらに，こうした現実の状況下にありながら，フィンランド政府は，事患の進行にた

いして受身のままに流されていったのであった730 フィ γ ランドの対外政策決定に責任を

もっ人々のあいだには，自国の外交的努力のi衷界にたし、する諦めとともに，むしろ無為の

ままに対ソ戦争に巻きこまれることによって「冬戦争」による失地の回援の機会を見いだ

そうとする窮待が生じていた， といえるであろう 830

6月26日の対ソ開戦後のフィンランド政府の各方面における言動は，今次の戦争を「冬

戦争Jvこ「継続」する戦争としてとらえ，そこで「冬戦争」の失地を回復しようとする意

図を前面に押しだしていった。たとえば， フィンランド大統領リュティは，アメザカ政府

の質問9)に容えて， 7月4B，フィンランド政府の戦争目的に関し 次のように述べてい

るo (1)フィンランドは， ドイツの共同交戦国では三うるが，同盟国ではない， (2) 1940年の

講和条約はフィンランドの軍事戦略的な地位を危険に陥しいれるものであり，従って自国

の訪衛のための修正が必要である O ただし， カレリア地峡における国境はレニングラード

の訪衛事情を配慮、して， (1939年当時の国境より〕さらに西へ移動させる用意、がある， (3) 

ソ連軍の敗北は確実であり，ポリシェヴイズムの完全な粉砕は，世界にも利益をもたらす

であろう 10)。

しかしながら， 自省と失地回復のための戦であるというこのような言明にもかかわらず

7) こうしたフィンランド政府の態度にたいするオールタナティヴとして前駐ソ公使パーシキヴィ J. 
K. Paasikiviは， rフィンランドを戦争の麗外において，戦争によらずしてモスクワ講和 U冬戦

争」の講和条約一吉瀬〕の最悪の点を仁ソ連と交渉して一吉諜〕直すように努力するj ことを期

待した。 J.K. Paasikivi， Toimintani Moskovassa ja Suomessa， 1939-1944 (モスクワとフ

ィンランドにおける私の活動)(Helsinki， 1958)， II， 219. 

8) この点については当時の対外政策決定の主要な責任者である大統領リュティ， 首相ランゲル J.
W. Rangell，外相ヴイツティングR.J. Wittingは伺も語っていないが，これらの人々と親蜜な

関係にあれ 1943年にはリュティ大統領の下で吉相となった，連合党(保守党〉指導者リユノコミ

エスは，回顧録の中で，独ソ戦争の第一報を耳にした 6月 22日の印象を次のように語っている。

「その時すぐに私は，ブインラシドが戦争の醤外にとどまるまい， と結論した。……公然と認める

が，私としては，そうした成行きを拒否する態度はもたなかった。ドイツが比較的短期間にソ連を

種法的に打ち，それに持なって，あらゆる権利を踏みにじってわれわれから暴力でもぎとられた

カレリアを奪回する機会がフィンランドにおとずれることは，礎実と思われたJE. Linkomies， 

Vaikea aika. Suomen Taaministerina sotavuosina 1943-44 (田難な時代。戦時下のフィン

ランド首相として)(Helsinki， 1970)， s. 85. 

9) Wel1es to Schoenfeld， July 2， 1941， FRUS， 1941， i， 45. 

10) Schoenfeld to Hull， July 4， 1941， FRUS， 1941， i， 48. この点は，駐フィンランド・ドイツ公箆

によっても確認されている GDFP，D， Xiii， No. 262. 
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フィンランド軍は 1939年当時の!日国境をいくつかの富所で越えて進撃し，連合国側の疑

惑と警告を招くにいたった。これにたし、 L， フィンランド側は，東カレリア地方の占領は

フィンランドの正当な領土と国境を守るための外郭的な防禽帯の確立を目的としているの

であり，決して他国の領土そのものの征服を目ざしたものではない，と釈明した11)0 8克

21日にフィ γランド外相ヴィッティングがアメリカ公使に述べたところによれば，フィン

ランド政府は，東カレザアにおけるこのような軍事戦略巨的の達成がドイツ軍によるレニ

ングラード占領とほぼ時期を同じくして起るものと予想しており，その後はフィンランド

は， ソ連と単独和平をすることはなく， r一般的な解決がつくまでのあいだ，あたかも 1918

年から 1921年にかけてなしたように， IT'武装平和』を維持するJ(圏点-百瀬〕ことを望

んでいた12)。こうした構想の底には， ドイツの対ソ戦争が短時日のうちにソ連の完全な崩

壊によって終ると L、う情勢判断があり，それゆえに戦後処理はドイツとアメリカ・イギザ

スの列強によって行なわれるのであって，ソ連との休戦や講和は問題外であると Lづ発想

があったので、ある 13)。

それでは，このような目的に導かれたフィンランドは，軍事面，外政冨，内政面におい

て，ナチス・ドイツないしその対ソ戦争鉢制と，いかに関わっていたのであろうか。まず

軍事戦略面についてみるならば，フィンランド軍部とフィンランド園内に存在して対ソ戦

争に従事するドイツ軍の司令部との罰には，連絡が保たれ，戦線の一部においては協力も

行なわれていたが，フィンランド側は， レニングラード攻撃への参加というドイツ軍の要

請を拒否することによって，基本的な軍事作戦上での独自性を示していた。すなわち，カ

レリア地峡での戦関が苦言わであった 1941年 8丹下旬に， ドイツ軍参謀総長カイテル百人

Keite1が， フィンランド軍総可令官マンネノレヘイムにたし、 L， ドイツ軍の南方からするレ

ニングラード攻撃に呼応して北方から攻撃すること，およびラドガ湖東方のフィンランド

軍がスヴィザ海を越えてドイツ軍と握手することを要求した。マンネルへイムは大統領ヲ

ュティと協議のうえ， 8月 28日焼曲にこれを拒絶したが14a〉， カイテノレは後者は放棄した

ものの，前者十こは固執しマンネノレヘイムはふたたびリュティと協議して 31日拒否の回

答をなした14め。 ドイツ{閣は， 9月にも同様の要求をしているが， フィンランド{躍の拒否

の態震は変っていなし、。このようなフィンランド軍部の態震は，軍事的な見地よりもむし

ろ，フィンランド政府が内外に公けにした戦争目的を立証するための，政治的な記患でな

されたものであった1530 もっとも，このようなフィンラ γ ドによるレニングラード攻撃参

加拒否が，純軍事的な見地からみて， ドイツ軍にとりいかほどの打撃を与えたかは，疑問

11) Hull to Schoenfeld， Oct. 4， 1941， FRUS， 1941， i， 74. 

12) Schoenfeld to Hull， Aug. 21， 1941， FRUS， 1941， i， 58-59. 1942年1月238には，外相ヴイヅ

ティングは，フインラ γ ドの軍事戦略呂標を，カレリアおよびオネガ地峡の支配にある，と現確化
し，これは，ロシア人にたいする「永年の経験」から出たものである，と Lた。 Schoenfeldto Hull， 

Jan. 23， 1942， FRUS， 1942， ii， 30-31. 
13) 1942年4月にいたっても，大統領リュティは，ソ連軍の対独抵抗が 1942年中に崩壊する，と予想、

していた。 Schoenfeldto Hull， April 27， 1942， FRUS， 1942， ii， 53. 

14a) G. Mannerheim， Minnen C回顧録J.del II: 1931-1936 (Helsingfors， 1952)， 3∞. 
14b) カイテルのマンネルへイム宛書簡 (1941年8月30(22)詰付〉は GDFP，D， Xiii， No. 228 t，こ，

マγ ネルヘイムのカイテノレ宛書簡は Ibid.，No. 248に見出されるc

15) Mannerheim， Minnen， II. 301. 
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第二次大戦中のソ連のプインラ ~r政策

の余地があろう O

つぎに，政治外交面ではフィンランドは， 1941年 11月 25日に防共協定に加盟してい

るO いったい，日独伊関に結ぼれていた同協定は，上記の期日に期摂が満了することとな

っており，更新が予定されていたのであるが，その際新しい参加国の加盟が企てられ，フ

ィンランドにたいしても， リ、ソベントロップによる{動きかけがなされたのであった。フィ

ンランド政府部内においては、フィンランドがドイツとは一切の政治協定を結んでし、ない

ことを海外に謡ってきた以上.防共協定加盟がとくにアメリカに与える影響が恐れられた

のであるが，結局，外相ゲイツティングが踏み切り，大統領リュティが了承して，加入が

決定され， ヴィッティングらがベノレワンに赴いて調印が行なわれたのであったHi)。フィン

ランドが，たとえ形式的にもせよ防共協定に加盟したことは，国際外交場裡においては.

フィンランドの枢軸陣営への加担を象徴するものとして受ttとられた。ただリッベントロ

ップはフィンラ γ ドに防共協定加入を要求するにあたって，それが反共産主義問争以外の

L 、かなる政治的その抱の義務を負わせるものでないことを強調しており 17入事実，この訪

共協定加入によってフィンランドが枢軸諸国に一段と実質的に加担するにいたったという

証左はなし、。この点でも，ナチス・ドイツは，フ f ンランドにたいし，象徴的な性格以上

の政治的コミットメントは要求する必要をもたなかったというべきで三うろう G

しか L，ナチス・ドイツとしては，フィンランドにたし、し，上述以上の軍事的・政治的

協力の増大を求めないにせよ，フィンランドが， ソ連との単独和平のようなかたちで， ド

イツの対ソ戦争体制とのルーズな連帯から脱却することは，絶対に認めなかった。そして

その強制力となっていたものは，フィンランド駐留ドイツ軍の軍事力もさることながら，

フィンランドのドイツにたし、する経済的依存であった。とくにフィンランドは，食糧を決

定的に佼存しており， 1942年 2月に外相ヴィッティングが告白しているところによれば

輸入食握の実に 93ノミーセントはドイツからのものであったISLそして， 同年中のフィン

ランドの輪入総額の 72ノえ一セン人 そのうちの穀物輸入総額の 100パーセントは， 実に

ドイツが占めるにいたっていた的。このようなドイツへの経済的依存は，ヴイヅティング

をして，自国を「わなに落ちこんだ甘日鼠J20)vこなぞらえさせたのである O

ところで，ナチス・ドイツと以上のような軍事的・政治的・経済的関係にあったフィン

ランドの内政は， いかなる状況にあったのであろうか大第二次大戦中あるいはその亘後

16) T. M. Kivimaki， Sumen poliitikon muistelmat (フィンランドの政治家の回顧録J(Porvoo・

Helsinki， 1965)， s. 218. GDFP， D， Xiii， Nos. 19マ， 485.

17) Kivim益ki，mt， s. 216.なお，GDFP， D， Xiii， Nos. 472， 477. 
18) Schoenfeld to Hull， Feb. 4， 1942， FRUB， 1942， ii， 35.なお.GDFP， D， Xiii， No. 423. 
19) 1942年のフィンランドの輸出入におけるドイツのシェアは次のとおり。

l一一- l縦(単位日正竺7
輸出 5，477 I 64% 
輸入 11，709 72% 

(内訳) I {議 z i T321 
McClintock to Hull， Mar. 2， 1943， FRUS， 1943， 245-246. 

20) FRUS， 1942， ii， 46， n. 62. 

長 以下の議論の土台となるべき諸事実とその典拠は，次号掲載の本穣 IIIにゆずるc
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の時期には，ナチス・ドイツとともに対ソ戦争を戦った諸小国は，いずれもファシズム体

制の国として一括して扱う認識が連合国の側に一般的であった。 しかし， 1"ファシズム」

という語の概念規定の問題はしばらく措くとしても，ナチス・ドイツが，束中ヨーロッパ

の与国に関して，いわゆる擬似革命的な政治勢力よりは，保守的な性格の濃い勢力であっ

ても対外政策上ナチス・ドイツに協力的な致権を好んだことが，語研究によって指摘され

ている O フィンランドの場合は，ハンガザーの矢十字党やルーマニアの鉄衛毘にしばしば

比せられる IKL(愛国人民同盟)や AKS(カレリア学徒会〉などの極右団体は，前二者

よりも遥かに影響力が少なく，いわゆるスカンディナヴィア型の議会制民主主義体制の基

調を崩すことはなかったのである O

しかしながら， それにもかかわらず， 1"継続戦争」下のフィンランドの内政は， いわば

「右jへの変調をきたしていたといえるであろう O このこと辻， 何よりも， フィ γランド

軍の東カレリア占領に伴なって，東方のフィン系民族を合併してボスニア湾、から白海にわ

たる「大フィンランドJ(Suur-Suomi)を建設しようとする理念の高揚や， これを信奉す

る AKSの活動の活発化，また 1941年 3月以来のランゲル内閣における IKL議員団長の

アンナラ1.V. Annalaの存在に見いだすことができる O もとより， これらの勢力が伸長

したとしう事実は，それ自体がフィンランドの内政上に大きな変イヒをきたすものではなか

ったが，むしろ逆に，これらの団体の活動は，フィンランド国内全体の傾向を示すパロメ

ーターとしての役割を果すものであった，といえるであろう O そして，この右傾化の傾向

は，具体的には，戦時下の政府による国会の軽視および言論統制に現われていたのであっ

た。しかし，これらの点は，本稿の IIIにおいて，詳しく検討することとしたい。

11 ソ連の和平工作とフィンランド政府

(1) 1941-1942年

1941年 6丹 22日にナチス・ドイツが対ソ戦争を開始した時， ソ連ち致治指導者は， フ

ィンランドを同盟者と呼んだヒトラーの開戦演説と，フィンランド国内にドイツ軍が進入

・展開している状況から，フィンランドの対ソ戦争参加と Lづ結論を，きわめて自然にひ

きだしうる立場にあったといえよう 21)。翌 23S. ソ連外務人民委員モロトフ B.M. Mo・

JIOTOBは，駐ソ・フィ γランド公捷にたいして，ソ連がフィンラ γ ドにたいし領土的野心

をもたないことを強謁するとともに，フィンラ γ ドがドイツ傍jに立っているのか，それと

も中立を守るのかについて明確な回答を求める権利がある，とした。しかし，ソ連側は，

フィンラ γ ド側からの積極的な中立維持の意思表示がないままに， 6月 25日，フィンラ

γ ドの南・中部の諸都市・工業施設にたいして本格的な空襲を行ない，フィンランド政府

による対ソ宣戦布告の大義名分をつくりだした22L

このようにして， 1"継続戦争」が勃発Lたのであるが， フィ γ ランド・ソ連両国間の本

格的な戦関は， 7丹 10日にフィンランド軍が越境・進撃することによって，はじめて火

21) ソ連外務人民委員モロトフは，ドイツの対ソ攻撃罷始直後に行なわれたラジオ演説で，フィシラン

ド軍の対ソ攻撃参加を非難した (G.A. Gripenberg， Finland and the Great Powers : Memoirs 
of a Diρlomat (London， 1965)， p. 181)。

22) r継続戦争j 開戦の経過については，さしあたり次を参照されたL、。百瀬宏「フィ γ ラγ ドの対ソ

関 係 1940-1941年一『継続戦争J読史に関する覚書-J， Irスラヴ研究JlNo. 16， 234-235ページ。
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蓋が切られた。フィンランド軍総司令官マンネノレヘイムは，作戦の目的を，ラドガ湖北方

のカレリア地方の奪回，カレリア地峡の奪回.東カレリアへの進入，の三つにおいてい

た。まず，ラドガ湖北方のカレリア地方には， 10万の兵力を擁する「カレザア軍」が進

撃し， 10日後には一部がi日国境に到達し， 8月 16fHこはソルタヴァラ Sortavala を占領

した。さらに同軍は， 8月 27日， I日国境を越え、ベトロザ、ヴ、オツクおよびスヴィリ汚に

向って前進を開始した。一方，カレリア地峡に進んだフィンランド軍は，激戦の末 8月 29

5にヴィープリを奪回し， 9月 2日には旧国境外にソビエト軍を押し出した。さらにまた

ラップランド地方では，フィンランド草の第 3， 第 6師団を藤下においたドイツ軍が，ム

ノレマンスク鉄道をめざして 7月 1日進撃を開始していた2330 ところで， フィンランド戦線

でのこのような動きと平行して，ヨーロッパ大陸におし、ては.ナチス・ドイツ軍は， 8月

298にはレヴアノレまe¥叫を占領し. 9月初めにはレニングラード南方に追ったが，次第に

強力なソビエト軍の抵抗に遭遇しつつあったc

以上のような戦誌が行なわれている掃に， 8月 4日， ソ連人民委員会議議長スターリン

11. B. C TaJIIIHは.アメリカ大統領ローズヴエノレト F.D. Roosevelt宛に書簡24)を送り，

ソ連が「フィンランドを中立化 L， ドイツから離脱させるj 意国をもつことを表明すると

ともに，その実現のために，アメザカが，イギリスにならった国交断絶の威嚇をフィンラ

ンドにたいして行なうよう要求した。また同書簡は，フィンランドと講和を結ぶにあたっ

て，ソ連が，若干の領土の譲歩を行なう用意のあるミとを言明していた。かねてから，フ

ィンランド政府の戦争目的を質し25〉，局面の対ソ戦争に疑問を呈していたアメリカ政府

は.このスターリン書簡に接すると， 8月 18日， ソ連{離の講和条約締結意思をフィンラ

ンド側に伝えて仲介の労をとろうとした26)。しかし，短時日のうちにソ速が崩壊するもの

と予想していたフィンランド致府にとっては， ソ連政府を相手として議和交渉を行なうこ

とは，まったく問題とならなカるった。アメザカ故府は. 1941年秋をつうじてフィンラン

ドにたL、し，対ソ戦争よりの離脱を求めて外交的圧力を加えつづけたが，フィンランド側

は応じようとはしなかった。

フィンランド政府がソ連側よりの講和打診に拒否の態度を明らかにすると，ソ連政府は，

フィンランドにたし、する態度を硬化させ，イギリスにたし、し，フィンランドに宣戦事告を

行なうよう要求するにいたった2830 フィ γ ランドとイギリスとの外交関係は，フィンラン

ド、にたいするドイツの圧力2制もあり，すでに 8月 1日に断絶されていたが29m， イギリス

23) Mannerheim， II， 291. 
24) ソ同盟外務省編 E米英ソ秘密外交書鰐，米ソ篇j]， J 11内，松本訳(大月， 1957)， No. 1. 

25) Welles to Schoenfeld， July 2， 1941， FRUS， 1941， i， 45 ; Schoenfeld to Hull， July 4， 1941， 

FRUS， 1941， i， 48. 

26) Welles覚書 Aug.18， 1941， FRUS， 1941， i， 56. 

27) Hull to Schoenfeld， Oct. 25， 1941， FRUS， 1941， i， 81-82 ; Schoenfeld to Hull， Oct. 27， 1941， 

FRUS， 1号41，i， 84. 

28) Sir L. Woodward， British Foreign Policy in the Second World War， Vol. III (London， 1971)， 
46， 47， 53-54. 

29a) DGFP， D， Xiii， No. 85. この圧力は，ヒトラーのりュティ宛書鰐のかたちでかけられたといわ
れるが， ドイツ外務省のアルヒーフ中には見当らなかったという (DGPP，D， Xiii， p. 185)。

29b) Gripenberg， 0ρ. cit.， p. 205. 
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政府は，ソ連の度重なる宣戦布告要求に抗しきれず， 12月 6日，フィンランドがイギリ

スの同盟国にたいする戦争を継続しているとの理由で，これと戦争状態に入った3930

このようにして司 1941年蔓にソ連がイニシアをとった和平問題は一応結末がついたの

であるが， ソ連側は同年暮のイギリス外相イーデン SirA. Edenのモスクワ訪問の捺，

フィンランドをめぐる戦後構想、を，開戦以来初めて明らかにした。モスクワにおいて， 12 

月 16日から 22日にかけてイーデンとソ連首脳とのあいだに行なわれた一連の会談は，イ

ギリス・ソ連間の相互軍事援助条約の締結を目的としたものであったが，その際ソ連{屈

は，条約締結の前提として自国西側国境の安全保障要求にたし、するイギリスの合意、を求め

た。その具捧的な内容は，旧パノレト三国のソ連合併を含む， 1939年以来の西側新国境の承

認であり，イーデンが難色を示したために同条約は成立するにいたらなかったのである

が，その擦， ソ連倒の要求事項の中には. 1) 1941年のソ連・フィンラ γ ド国境の回毎お

よび北氷洋沿岸のベッツァモ Petsamo の「返還J. 2) ソ連は，ノレーマニアと同じく， フ

ィンランドとも同盟を結び，その領土に海軍基地を維持する，というこつの事柄が含まれ

ていた31L ここで注目すべきことは，他の諸国にたL、すると同様，フィンランドにたし、し

ても，ソ連は要求の主要点をここで出しつくし，以後第二次大戦後にいたるまで，これら

の点がほとんど変っていないことであろう O

さて， 1941年をつうじて所期の対ソ戦争目的32)を達成したと判断したフィンランド軍

当局は，同年末から翌年初めにかけて，南北にわたる長大な戦線において守鵠持制に転じ

た問。これにたいしてソ連軍は，散発的な行動を除いては攻勢に出ることなく，以後戦線

は， 1944年 6足にいたるまで，現状を誰持したのである O こうした中で， 1941年の初頭

から春にかけて，フィンランドとソ連の戦争をめぐって，スウェーデン駐在ソ達公使コロ

ンタイ A.M. KOJIJIOHTa員の動きが目立ってくる O 現在出現している史料によれば，コロ

ンタイは， 1月から 3月にかけて.スウェーデン駐在のイギリス公使にたL、し，現在であ

ればフィンランドが，後におけるよりも有利な和平条件を期待できるとしスウェーデン

の非公式機関をつうじてフィンランド政府と交渉に入る用意があると示唆したのであっ

た800 その際コロンタイは，周年春から夏にかけソ連軍が攻勢に出てフィンランドが軍事

的に崩壊する事態を予想しているのであるが，注呂すべきは，コロンタイが念頭におし、て

いたのがフィンランド自体の問題ばかりでなく，早期休戦が実現しないならば， ソ連軍が

フィンランド領内に突入することによって，スウェーデンの国内世論が反応し，親独分子

の勢力が強まることへの憂慮でもあったことであるお〉。当時スウェーデンは，ノルウェー

とデンマークがドイツ軍の占領下におかれ，フィンラ γ ドもまた対ソ戦争に巻きこまれた

結果，北致諸国の中で唯一の中立維持国として存在しており，スウェーデンの中立の秤が

ドイツ側に額くことは， 西北方面の軍事的安全の観点からも， 戦時外交工作の見地から

30) Ibid.， pp. 221-222. 
31) Woodward， 0ρ. cit.， pp. 222-223. 
32) 本稿 I参照。
33) Mannerheim， II， 323. 
34) 在ワジシトシ・イギリス大使館より米国務省宛の Aideぷ1emoire，Jan. 20， 1942， FRUS， 1942， ii， 

28-29 ; Hul1 to Johnson， April， 22， 1942， FRUS， 1942， ii， 52. 

35) 前注の史料のほか，次を参頭。 Schoenfeldto Hull， Feb. 1942， FRUS， 1942， ii， 36-37. 
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も36入ソ連にとって明らかに不利であった。ただし，このコロンタイの動きは，彼女の個

人的なイニシアに発した可能性が強く 37) 千ギザスは応ぜず38〉， ソ連本自の鈍からの格別

の動きもない3のままに，この問題は立ち消えている O

しかし， ソ連政暦がフィンランドをドイツから引きはなし，早期講和を実現することに

関心をもっていることは， 1942年秋から冬にかけてのソ連の動きの中に現れた約九 とく

に， ソ連鎖は， 12月tこ， 駐ソ・亡命チエコスロヴァキア公捷フィーアリンガー Z.Fier-

ling伎をつうじて，駐ソ・スウェーデン公使アッサノレソン V.AssarssonにたL、し，スタ

ーリンがフィンランド・ソ連関の紛争の早急な終結に関心をもっていること，フィンラン

ドの占領は望まず.ヘノレシンキにソ連にたいする友好的な政府が成立すればそれで充分で

あること，を伝えた41)。アッサノレソンは， フィンランドの戦争離説工作に成功すればスウ

ェーデン冨内の親連合国勢力を格段に強化するであろう，との推誕のもとに.ソ連の和平

への意思をフィンランド倒に仲介するよう， !駐ソ・アメリカ代理大使に示唆したが42〉，ア

メリカ側はこれに応じなかった400

(2) 構勢の転換-1943年一

1943年 1月から 2月初めにかけての， スターリングラード攻防戦におけるドイツ軍の

惨敗は，フィンランドの政府・軍部指導者が対ソ戦争の前途に関して抱いていた楽観的な

予想を，一時に転覆させた。スターリングラードのドイツ軍が降伏した翌自の 2月 3日，

中部フィンランドのミッケリl¥1ikkeliVこ設けられたフィンランド軍総司令部において，大

統領リュティ，首相ランゲノレ，菌防相ヴアノレデン，蔵相タンネノレと，総可令官マンネノレへ

子ムが参加した会議が開かれ，今や敗北が明らかなこと，フィンランドはもっとも早い機

会に戦争から離脱すべきこと，ただしドイツの勢力がなお強大で、あるため，とれとの了解

を先決とすること，について合意が成立した“九こうしたフィンランド政府の戦争政策の

画期的な転換についで. 2 Jj 15 Sに行なわれた大統領選-挙において現職大統領リュティ

が 300票中 269票を得て再任されると 45) 3月 5日，ランゲル内閣が退いて， ザンコミエ

36) ソ連政府は，ストヅグホルムのソ連公箆館をつうじて，ルーマニアなど抱の敵対国への休戦工作を

も，第二次大戦中に行なっていた。 SurveyolInternational Affairs 1939-1946: Hitler's Eu-

roρe， R. 1. 1. A. (London， 1954)， p. 627. 

37) コロンタイ公使は若い時代から，当時の亡命地であったフィンランドないし北款の註会への造詣が

深く f冬戦争jの際にも，休戦交渉にあたり，フィンランドにたいして，好意的な，独吉の動きを

見せている。小著， w東・北欧外交史序説j](福村， 1970)， 287ベージ以下。

38) イギリス政府は，ソ連の疑惑を招くことを恐れ，この問題に関しては一切行動をとらないことを決

定している。 Hullto Johnson， April 22， 1947， FRUS， 1942， ii， 53. 

39) Standley to Hull， May 10， 1942， FRUS， ii， 59. 

40) たとえば， 10月に，駐スウェーデγ ・ソ達公告さ館の書記官で，実際にはソ連首誕と密接な関係をも

つヤルツェフ o.完p立eBが，和平問題でスウェーデン社会民主党員らに働きか吟ている。

41) V. Assarsson， Stalinin varjossa (スターリンの蔭の下で)(Porvoo・Helsinki，1963)， s. 168.フ

ィーアリンガーは， i冬戦争」の持，スターリ γ が， フィシランドの占領を許さず，ソ連の将軍ら

を失望させた，という事実を伝えている。

42) Henderson to Hull， Dec. 11， 1942， r~US， 1942， ii， 108. 

43) Assarsson， mt.， ss. 170-171. 
44) Mannerheim， II， 360; V. Tanner， Suomen tie rauhaan 1943-44 (和平へのフィンランドの道〕

(Helsinki， 1952)， s. 14. 

45) フィンランドの大統領選挙誌，まず選挙人が国民によって選出され，ついで，この選挙人によって

大統領が選出されることになっている。本文の場合には，戦時下できうるので， 1940年の選挙人名
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スを首相として， 外相をヴィッティングからラムサユにかえた新内閣が或立した。そし

て，この新内閣のもとで，上記の会合で確認された方針が踏襲され，対ソ和平の機会が摸

索されることとなったのである4830

このようにして，フィ γ ランドの側において，戦争政策の転換，内閣の交代が行なわれ

ている一方で，フィンラ γ ドをめぐる国際情勢もまた，早期和平の問題をめぐって動きは

じめていた。そのイニシアをとったのが，仲介工作を企てたアメリカであった。すでに前

節でみたように，アメリカは，和平に関してソ連やスウェーデンから仲介の労を期待され

ていたので、あるが，対枢軸戦争下にソ連の友好と信頼を得る必要，および国内スカンディ

ナヴィア系市民の反ソ感情を宥和する必要の二理由47)から，フィンランド・ソ連関の和平

の仲介にのり出す方針を決定しめ， 1943年初頭からソ連の打診を始めたので・あった。

れにたいし 1月末モロトフは，フィンランド側の意向を探ろうとしたが，ソ連の対フィ

ンランド戦争突入が本意でないことを強調していた4句。フィンランド内閣の交代が行なわ

れたのちの 3月 12日，アメリカ政府は駐ソ大使をつうじて， ソ連政府にたし、し，

ランドとの単独和平交渉に際して仲介者となる用意がある旨を正式に通告した50)。ソ連外

務人民委員モロトフは，積極的な結果は期待できないとしながらも，フィンランドとの交

渉を原期的に容認しれ) 3月 26B vこ，ソ連致府としては和平交渉のイニシアはとらない

としつつも， 最低条件として， (1)ドイツとの即時断交とフィンランドからのドイツ軍の

撤退， (2)1940年の講和条約の復活， (3) フィ γ ランド軍の復員， (4) フィンランドがソ

連に与えた損害の半額賠境，を挙げた5230

このソ連側の和平条件は，従来同患が表明してきたフィンランドの戦後処理構想に加え

て，賠蛍と休戦条件を示したものであるが，ここに定式化された内容は，これまた以後，

ほとんど変化することがなかったのであるO ところで，アメリカ政府は，佳方フィンラン

ド政府にたいしても 3月 20B和平斡旋の申出を行なっておりめ， フィンランド側は，

ソ連の要求内容やアメリカのフィンランドvこたし、するこの点での保障能力に危慎を抱きな

がらも 543，すでに 3見 24日，斡旋受入れの意患表示を行なっていた55)。 しかし，

カ政府としては，上記のソ連側の和平条件がフィンランド側にとってとうてい受けいれ難

い内容のものであると Lづ判断5めから，和平条件そのものには介入せず，

フィン

F 

'-

アメり

百

7こだフィンラン

簿を復活して第二次の選挙だけ仔なわれた。 PaavoHirvikallio， Tasavallan Presidentin vaa-
lit Suomessa 1919-1950 (フィンランドにおける共和国大統領の選挙)， (Porvoo・Helsinki，1958)， 

s. 122. 

Linkomies， mt.， s. 217. 

Polvinen， mt. s. 138. 

Memorandum for Admir叫 Standley，FRUS， 1942， ii， 112-113. 

Standley to Hull， Jan. 31， 1943， FRUS， 1943， iii， 230. 

ソ同盟外務省婦『米英ソ秘密外交書禽，英ソ篇JIJII内，訟本訳〈大月. 1958)， No. 127; Welles to 

Standley， Mar. 9， 1943， FRUS， iii， 247; Standley to Hull， Mar. 13， 1943， FRUS， iii， 247. 
Standley to Hull， Mar.， 21， 1943， FRUS， 1943， iii， 254. 

Standley to Hull， Mar.， 26， 1943， FRUS， 1943， iii， 256. 
McClintock to Hul1， Mar. 20， 1943， FRUS， 1943， iii， 252. 
Ibid. 

Ramsay to McClintock， Mar. 24， 1943， FRUS， 1943， iii， 255. 
Memorandum by Atherton， FRUS， 1943， iii， 256-257. アメリカ政府としては， ソ連{閣の和平
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ド・ソ連両国政荊需に直接の接触をっくり出すことに，仲介の自標をかぎることとした5730

これにたいし，ソ連政府は，フ 4 ンランド政府との直接交渉が現状下で讃極的な成果を生

むか否か疑問であるとし，何よりもソ連が提示した「最少限Jの和平条件にたいしてフィ

ンランド{揺が受入れ態勢にあるのか否かを，アメリカ政府をつうじて知ろうとした500

この間フィンランド側では，大統領リュテ f と総司令官マンネノレへイム，およびリンコ

ミエス内毘の外交委員会メンパーの協議の結果，アメリカの和平斡旋にたし、する上述の応

諾の意思表現と平行して， ドイツ側に事詰を伝え，フィンランドの和平工作にたし、する了

解を取りつける方針を，決定していた59)。ところが，そのための特使としてドイツに派遣

された外相ラムサユが駐独フィンランド公使キヴィマキ T.M. Kivim韮kiとともに.

3月26，27日の両日外相ワッベントロップと会見し， フィンランド政府の対ソ戦争離脱

の意向を伝えると.あらかじめヒトラーの意を受けていたワッベントロップは紛，ただち

に正面から反対を表現し，アメリカとの外交関係を即刻断絶するよう勧告するとともに，

「以前と同様ではなくなっていたJ ドイツとフィンランドの関係を回復するために， rドイ

ツの背後でロシアと和平をしなし、」旨ドイツに誓約するよう追ったのであった(1)。しかも

その直後から， ドイツ政府は.軍需品ならびに生活必需品のフィンランドへの輸出を差し

とめた的。

このような圧迫を受けた結果.フィンランド政府は，ソ連政府との交渉がフィンランド

の将来を恒久的に保障する証左がないとの理由のもとに. 4月 10日，アメリカ政府によ

る直接交渉斡旋を拒否するにし、たった問。この通告さ受けたアメリカ政府は，斡旋の打切

りを決定するとともに64) 同国のフィンランドとの外交関係継続の狙いが， (1)ソ連・フ

ィンランド間の休戦実現， (2) フィンランドの対独協力にたL、する歯止め， にあったと

し，この二つの見込みが失われた現在フィンランドと外交関係を継続する理由はなくなっ

た，としてm，フィンランドからの外交代表引揚げを決定し，国務長官ハノレ C.Hull は，

4丹23日， この旨を駐フィンランド米公使に伝えた6SL ところが， たまたま時を同じく

して，カトゥーンの森事件 ポーランド人将校多数の卓殺事件一ーによってソ連とポー

ランド亡命政権との関係が悪化するとしづ事件が起ったため，アメザカ政府は大局への影

響を恐れて，公使ヲi揚げの措置は克あわされることとなった。こうしてアメリカとフィン

条件をフィンランド{閣に通告すれば，フィンランド政府の対ソ抗戦決意が留まれ一層和子への道

が遠のくことを号、れたのである。 Hullto Standley， April 9. 1943， .FRUS， 1943， 263. 

57) Hull to Embassy in the Soviet Union， Mar. 31， 1943， FRUS， 1943， iii， 259. 

58) Standley to耳ull，April 6， 1943， FRUS， 1943， 261. 

59) Linkomies， mt.， ss. 217-218. 
60) 3月 26弓の会談でラムサユがアメリカの斡旋申出に言及するやリッベ γ トロップは，ヒトラーに

電話し，翌 27Eにあらためて会談したL、旨，ラムサユに申入れたのであった。 T.M. Kivimaki， 

mt. s. 231. 

61) Ibidem， ss. 252-253. 

62) Ibidem， s. 256. 

63) McClintock to Hull， April 10， 1943， FRUS， 1943， iii， 265. 
64) Hull to Standley， April 12， 1943， F、RUS，1943， iii， 267. 

65) Hull to Roosevelt， April 19， 1943， FRUS， 1943， iii， 270. この方針はハノレがローズヴヱノレトに

右書簡で提案し，ローズヴェルトが 4月20E承認したものである。

66) Hul1 to McClintock， April 23， 1943， FRUS， 1943， iii， 270. 
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ランドの外交関孫は辛うじて断絶を免れたが， 7月には公捷館付陸海軍武官のヲi揚げが行

なわれ67〉，またアメリカ政府は， ソ連とフィンランド間の休戦問題に関し，一切の介入を

控えるにいたった。

穣百

こののち，フィ γランドとソ連の和平に関する動きはしばらくなかったが， 7月 29日，

病気中のコロンタイにかわってストックホノレムでベルギ一公使クロイ殿下 Princede Croy 

と接触をしていた，ソ連公使謹員がクロイを訪問し，ソ連がフィンランドの独立を破壊す

る意図のないことを明らかにするとともに，フィンランドがソ連にたし、し，その和平構想

を提示するように求めた槌〉。 この情報はただちにフィンランド側に伝えられ 8月 11自

クロイは，フィンランド政府の， (1) カレザア地挟における若干の国境修正， (2) 

サーりを除くフィンランド湾島棋のソ連への割譲， (3)上記にたし、する，東カレリアにお

ける代償，としづ和平条件をソ連側に伝えたが，ソ連公使館員は内容が不溝足なため本国

政府へ取りつぐわけにはいかないとした69)。 フィンランド外相ラムサユは， 9月 1013， 

前回の条件を手直しした構想をふたたび、クロイをつうじてソ連側に提示するよう，出先機

関に命じたが，クロイは新味がないとして，応じなかった70)。こうして，ょうやく生れか

かった再冨間の接触は立消えたが，フィンランド政府が和平への意思をもつことは，とも

かくもソ連鎖に缶えられたわけで・ある O

その後フィンランドの和子問題は，しばらく進展をみせないままにとどまっていたが，

この問題をめぐってスウェーデン外務次官ボへーマンと駐スウェーデン・ソ連公使コロン

タイとの拐の接融は続けられてL、た。そしてソ連政府は， 11月 2013， コロンタイをつう

じて，もしフィンランドが和平交渉を望むならば，同国代表のモスクワ到差を歓迎する旨

を通告した。ソ連政府の通告は，ソ連がフィンランドの主権を侵害する意図をもたない旨

の言明を伴なっており，さらに注目すべきことは，コロンタイが，和平実現に際してのフ

ィンランド致府の構成に関しても注文をつけ，。第一歩としてのタンネルの退陣とパー

シキヴィの再登場， 2)次にパーシキヴィか他の適当な代表のモスクワ訪問， 3) 

は最終的には大統領辞在，とし、う手11買を好ましい，と述べたことである O またコロンタイ

は，マンネノレへイムの打倒を和平の条件として固執することは大きな誤りである，とし，

むしろマンネルへイムは反ドイツであって，フィンランドからドイツ軍を駆逐するのに必

要な人物であると L、う認識を披露しさえしたね〉。

このソ連政府の意思表示にたいして， フィンランド政府が， 1939年当時の国境にもと

づく和平を望んでいる旨回答すると，ソ連政府は， 12月 20日， 1940年の国境が話合いの

出発点となるべきであると通告したほかは，詳細は現実の交渉の中で討議される旨を述べ

て，ソ連政清がもっ要求の全貌は提示しなかった。しかし， ソ連政府が，

L 、する場合とは異なり，フィンランドJこたし、して無条件降伏を要求していないことが，

こに明らかになったのである O

スーノレ

ルーマニアIこ7こ
，.. 
、ー

リュティ

Hul1 to McClintock， July 10， 1943， FRUS， 1943， iii， 284-285. 
Gripenberg， op. cit.， p. 272. 
Ibid.， p， 274. 
Ibid.， pp. 278-279. なお， Johnson to Hull， Sept. 14， 1943， FRUS， 1943， iii， 299. 
Hul1 to Johnson， Dec. 7， 1943， FRUS， 1943， iii， 310-311. 
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ところで，フィンランド政府とソ連政府の間でこのような打診がとうかわされている一

方で， 12足初めに開かれた，アメリカ大統領ローズヴェノレト，イギリス首相チャーチル，

ソ連首相スターリン三者間のいわゆるテへラン会談において，フィンランドとの和平の問

題に関する連合国間の合意が成立するにいたったO この会談においてスターリンは，上述

の接触の事実を明らかにする均とともに，フィンランドには伏せられていたソ連側の要求

内容の全貌を次のように定式化した73L

1) 1940年の講和条約の国境の回復。ただしハンコをベッツァモと交換する C ハンコを

貸与とするばあいは， ソ連はベッツァモを永久領有する C

2) フィンランドがソ連に与えた損害の 50ノミーセントを賠償すること O

3) ドイツとの断交およびフィンランドからのドイツ軍の駆逐。

4) フィンランド軍の再編成。

これらの条件は，スターリン自身が指摘した7めように，同年 3月にソ連がアメリカに仲

介を依頼した時の条件とほとんど同ーのものであって，スターリンは，席上，チャーチル

による賠償額軽減の示唆L ローズヴェルトによる，ヴィープリのフィンランドへの返還

やハンコち非武装化の提案もきびしく斥け75入フィンラドの戦争離脱を顕望はするが，そ

れはソ連の利益を犠牲にしてのことではない.と言明したc チャーチルもローズヴェノレト

も結局スターリ γの対フィンランド要求に間意し上記のソ連の和平条件はここに確定し

たのであった。

(3) 和平交渉への道-1944年一

1944年 1月， フィンランド政府は，さきに通告された以外のソ連側の和平条件の提示を

要求した。これにたいしコロンタイは，事態を一挙にモスクワでの直接交渉の軌道に載せ

ようとし，その予稿折衝の意味で 2月中旬，ストックホノレムに赴いたフィンランド側使節

パーシキヴィと会見しソ連側の条件の全貌を，はじめてフィンランド側に提示した。そ

れらは 6条件から成っており。そのうち. 1) フィンランド昌内ドイツ軍の拘禁， 2) 1940 

年国境の承認， 3) ソ連人浮虜の釈放，の三つは和平交渉のための「必須条件」 とされ，

残りのりフィンランド軍の動員解除， 2) 賠賞支払い， 3) ベッツァモの扱い，の三つは

交渉において検討されるべきもの，とされていた76九フ 4 ンランド政府は. 3月 8日，ま

ずこれらの条件そのものにつき交渉したし、旨を申入れたが， ソ連政府は，これを認めず，

和平条件の受諾期限を 3丹 18Bとする最後通謀を以て応じた77)。

フィンランド政府は，このソ連鎖和平条件を国会の審議に委ねたが， 1940年の国境は

絶対認められないとする少数派ではあるが強力な主張があり，政府は対ソ交渉にたし、する

完全な国会内の同意は，とりつけることができなかったお九また，フィンランド政府自体

としても，ソ連長IJの条件をそのまま受入れることは菌難であったが， (これらの条件を受

72) Tripartite Luncheon Meeting， Dec. 1， 1943， FRUS， Cairo and Tehran， 590. 
73) Ibid.， 92. 
74) Ibid.， 91-92. 
75) Ibid.， 591. 
76) Tanner， mt. ss. 178-179. 
77) Ibidem， s. 204. 

78) Ibidem， 88. 210-217. 
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入れて〉交渉のためモスクワに赴く，のではなく，これらの条件にたし、するソ連傑の「解

釈」を求めてモスクワに赴くのでるる，というコロンタイの巧妙な便法策によって753，パ

ーシキヴィと外相エンケノレが， フィンランド側代表として 3月 26日， 空路モスクワに

出立することになった。

フィンランド{別代表とソ連側の外務人民委員モロトフらとの会談は 3足27日および

29自に行なわれた。努頭フィンランド側は，今回の巨的が，ソ連の提示した和平条件の説

明を求めることに限られている，とした80L会談ではまず，モロトフは， ドイツとの関係

を断つことが最重要な「鍵の問題Jであって，フィンランド政府がこれに同意してはじめ

て能の問題を討議することができる，と述べた81)。フィンランド側は，単独和平の実現が

ドイツを刺激することを何より恐れ，自己の地泣を「中立Jにとどめ，またドイツ軍の撤

退は交渉によって実現させることを望んだ。 これにたし、しモロトフは， r中立J は認める

がドイツとの関係断絶が絶対必要であるとしまたドイツ軍はこれを拘禁して他戦線に転

用させないことが隈呂であると主張したが8q結局はドイツ軍の「追放」でもよいとする

にいたったSSL 也の和平条件についても，ソ連側の「解釈Jはフィンランド側の予想をう

わまわる厳しいものであり，その軽減を望むフィ γランド傑にたし、し，ソ連側はわずかの

譲歩しか示さなかった。

国境についてはモロトフは， 1940年の国境がソ連にとって至上命令であるとして譲ら

ず，ただハンコについては考慮を約束した8430 また賠償については 6億ドノレを請求し

た。これはフィンランドが「レニングラード攻撃」などによってソ連に与えた被害を 12

億ドルと晃積った結果と説明されたが853，ハンガリーとルーマニアが課せられた賠償も同

額であることから，怒意的な額の設定といえよう O 会談中にモロトフは， rわれわれは，

無条件蜂伏も要求しなければ，貴国の内閣の改造も要求せず，また貴自の都市の占領も求

めていなしづと強調した86)。 この言明は， 前年の 11見におけるコロンタイの既述の言に

照して正確を欠くと思われる点があるが，この段階ではソ連がフィンランドにたいして，

依然として交渉による和平の実現を求めていたことは，事実である O

4}j2自， 帰国した代表団は，首相，外相らが同席する中で大統領リュティにソ連側の

和平条件説明を報告したが，要求内容の老大さに列席者は困惑しただ一人パーシキヴィ

が和平条件受入れを主張して，容れられないと晃るや決然退席した87)。しかしフィンラ

ンドにとってドイツ軍の追放ないし拘禁はあまりに大きな課題であり，また 6寵ドノレの賠

79) Gripenberg， op. cit.， p. 311. 
80) Thede Palm， The Finnish-Soviet Armistice Negotiations 01 1944 (Stockholm， 1971)， p.66. 

本書は， 1944年 3月と 9月のフィンランド・ソ連関和平交渉に出席し非公式に会談内容を記録し

た GeorgEnckellとL、ぅ人物の，その会談記録を含む。
81) Ibid.， p. 68. 

82) Ibid.， pp. 69-70. 
83) Ibid.， pp. 93-94. 

84) Ibid.， pp. 74， 94. 

85) Ibid.， pp. 77， 91， 94. 
86) Ibid.， p. 75. 

87) 送需の際パージキヴイは怒って， r現今フィンランドには人が居ない。 この戦争中アィ γ ラγ ドに

人はいなかったj と述べた。 Tanner，mt. s. 232. 

110 



第二次大戦中のソ連のフィンランド政策

議額も過大な額であった0 4月 12日，首相リンコミエスは国会にたいし，ソ連側の和平条

件はフィンランドの独立を危険にさらす冒の説明を行ない粉，国会の支持にもとづいてフ

ィンランド政府は， ソ連側の会談継続の要求を拒否するにいたった。

ところが，このように和平交渉への動きが立ち潰えとなってのち間もなく. 6月にソ連

軍の対フィンランド大軍事攻勢が始まった。いったい， カレヲア地峡においては. 1944 

年の春境からすでに， ソ連軍の動きが活設化していたが 6月 9B末現にいたって， ソ連

軍は，脊力な空軍の掩護のもとに，同地峡酉fJtl1の 9マイノレにおよぶ広い戦線において攻撃

を開始した。その激しさは，砲声が 170マイル離れたへノレシンキにまでとどくほどのもの

であったといわれる O フィンランド軍は地峡西部に全予備軍を投入し，地峡を横断して設

定された V.T.防衛線の維持をはかったが， ソ連軍は一週間足らずのうちにこれを突破

した。フィンランド軍総司令部は 6月 15B. 地峡防衛のための戦力抽出を呂的として，

東カレリアからの占領軍の撤退を命じた。しかしソ連軍の進撃は急であり， 6月 20日に

はフィンランド軍は，ヴィープりを失う Iこいたったc 同市の路落は， フィンランド軍の士

気に大きな打撃を与えた。

このように軍事惇勢が急追する中で，ブ f ンランド政府の側では，ふたたび和平工作へ

の気運が盛りあがり. 6月 22B，フィンランド致府は， ストックホルムをつうじて， ソ

連政府にたいし交渉再開のためにモスクワに，全権を委任された代表を派遣する用意が

ある旨を伝えた。これにたし、し翌 23Bの夕刻，ソ連側から次のような回容が到着した。

「われわれは過去数回にわたってフィンランドに歎かれてきたのであり，従ってわれわれ

は，フィンランドが降伏しかっ和平の依頼を以てソ連政府に接する旨の，大統領および外

務大臣の署名ある声明を，フィンランド致府から受けたL、と欲するつもし，かかる文書を

フィンランド政府から受領しえたならば，モスクワはフィンランド代表を受けいれる患意、

があるJ90
)。ここに示されたソ連政府の見解は， 従来と異なり， 無条件降伏要求に近いの

であった。ここにはたしかに. ソ連軍の大攻勢の成功とフィンランド軍の全面的敗北の見

通しが反挟していた，といえるであろう O かくして，フィンランド政府が窮地に陥るかに

みえたまさにその頃， ドイツ外相リッベントロップのフィンランド訪問という新しい事態

が生起したのである O

同年春のフィンランドの対ソ和平の動きを関知したドイツ艇は，すでに 6月初め，制裁

措置としてフィンランドへの穀物輸出を拝止しており， ドイツとフィンランドの関係は悪

化しつつあったのであるが. 6月 22日夕刻，突如ドイツ外相リッベントロップはへルシン

キに到着して大統領リュティを訪れ， ドイツがフィンランドに供給した物資が「間違った

ところへ行かj ない保証として，フィンランドが単独講和を結ばない旨の条約をドイツと

締結するように要求したのであったc フィンランド政府・軍部は和平交渉に有利な条件を

作りだすためにも， ドイツからの武器，弾薬，食糧の供給を必要としており，しかも現に

ソ連政府からの無条件降伏要求が軍事的劣勢を背景として出されている折から，このリッ

ベントロップの要求はりュティに重大な選択を迫ることとなった。結局リュティは， 6月

88) Ibidem， S. 239. 

89) 話annerheim，II， 390. 

90) Gripenberg， 0ρ. cit.， p. 328. 
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26自， ヒトラーに宛てた大統領の信人的な書簡のかたちで単独不講和を約することで，

Fッベントロップを納得させた91)。

こり保証を獲得したのち， ドイツはフィンランドにたし、する武器援草むを再開した。この

頃からフィンランド軍は， ドイツから供給された各種新型兵器を活用して善戦し92)， 7見

中旬にはほぼ全戦線でソ連軍の攻勢は阻止され，軍事情勢はフィンランドにとり一応の安

定をみるにいたった93)。もっとも，このような戦線の安定は，フィンランド軍の善戦によ

るのみではなく， ソ連側の作戦計画も明らかに影響していたと思われるo 7月中旬にソ連

軍指導部は，フィンランド戦線から一部兵力を抽出してヨーロッパ大窪に向わせたといわ

れる C フィンランドの全土占領を巨前にしたこの措置は，明らかにソ連軍指導部が，フィ

ンランドの席捲よりも，より大きな意義を，大窪の主戦線を強化することに見いだしたか

らであろう制〉。そして，これとともに， ソ連政府のフィンランドJこたいする政策もまた，

変化していた。

すなわち，戦線が安定したのちの 8月 1日，和平実現の第一歩としてリュティが大統領

を辞任し，国会の満場一致の決議によって総軍司令官マンネルへイムが後任大統領に推さ

れる95)と，かれは，いまやリッベントロップとりュティの個人的な協約から解放されたフ

ィンランドの戦争離脱工作に乗りだし 8月 25自， スウェーデン駐在のフィンランド公

使とコロンタイの接触をつうじて和平交渉再開の意思をソ連側に伝えたので‘あるが，これ

にたいし，ソ連致府は，ただ， ドイツとの断交とドイツ軍のフィンランド撤退を前提条件

としたのみで，交渉再開に応じたのであった紛。

ここにおいて，フィンランド政府は 9月 2日，休戦実現を条件に盟内のドイツ軍を追

放または抑留する言を自発的に宣言 L，ついで 9丹7E，首相ハクツェルに率いられるフ

ィンランド代表自がソ連に赴いたc モスクワで、開かれた和平交渉においては，ソ連鎖の要

求は，二点で 3月の折とは異なっていた。そのひとつは，賠讃削減であって，総額 6億ド

/レが 3億ドノレに引下げられ，また期間 5年は§年に改められていた。いまひとつは，ハン

コ岬の租借権放棄であるが，それに代えて， ソ連はポノレッカラ自甲の貸与を要求した。ポノレ

ッカラはノ、ンコよりも首都へんシンキに近く，これはむしろフィンランドにとって条件の

悪化を意味したが，ソ連側代表モロトフは，それが陸海軍部の要求によるものであること

を明らかにし，また要求の変化は， 3月以後の流血の結果として当然である，とした97〉0

9丹 19Eに調印された休戦協定は，次のような内容から成っていた。(原文の条項にとら

われず筆者の考えに従って箇条書きにした〉

。フィンランド霞内のドイツの陸海軍を，フィンランドは武装解除し，停虜として引

き渡すc これにはソ連軍が必要な援助を与える O

91) Mannerheim， I!， 395; Linkomies， mt. s. 361. 

92) Mannerheim， II， 395. 
93) Ibidem， s. 407. 

94) U. A. Kakonen， Miehityksen varalta. Paamajan tiedustelua 1943-45 C占鎮の危換のもとに。

総可令部の情報収集J(Helsinki， 1970)， s. 83. 

95) Hirvikallio， mt. ss. 128-130. 

96) Tanner， mt. s. 368. 

97) Palm， 0ム cit.，p. 123. 

112 



第二次大戦中のソ連のフィ γ ラ γ ド政策

2) 1940年の講和条約を復活する O

3) 1920年， 1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲j されたベッツァモ地区は，ソ

連に返還される G

4) ソ連は， 1940年の講和条約で得たハンコ問題信の権利を放棄し ポノレッカラウッ

ド Porkl王ala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する O

5) 3憶ドノレの賠慣を現物供与のかたちで 6年間に支払いおえる O

6) フィンランドは.戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力す

る。

7) 連合国に加担し，あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。

8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織Jの解散。

9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで，連合量管理委員会が連合国最高司令

官の指令下に件戦条約執行を管理する的。

〈以下次号〉

98) 徐戦協定の英文条文は， Wuorinen編前掲書の AppendixA fこ搭載されている。
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